
       添 付 資 料

　　　　第2回建設事業外部評価委員会



神戸市事務事業外部評価委員会及び建設事業外部評価委員会に関する規則 

 

平成 16 年 4 月 16 日 

規則第 6 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，神戸市行政評価条例(平成 16 年 3月条例第 59号)第 5 条第 9 項の規

定に基づき，事務事業外部評価委員会及び建設事業外部評価委員会(以下「委員会」とい

う。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会長) 

第 2 条 委員会に会長を置き，委員の互選によって定める。 

2 会長は，委員会に関する事務を処理し，委員会を代表する。 

3 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらかじめ会長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

(会議) 

第 3 条 委員会の会議は，会長が招集し，会長が，その議長となる。 

2 委員会は，委員の総数の過半数の者が出席しなければ，会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 

(意見の聴取に関する協力の要請) 

第 4 条 委員会は，必要があると認められるときは，関係者の出席及び意見の聴取に関し

協力を要請することができる。 

(庶務) 

第 5 条 事務事業外部評価委員会の庶務は行財政局において，建設事業外部評価委員会の

庶務は建設局において処理する。 

(施行細目の委任) 

第 6 条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，会長が委員会

に諮って定める。 

附 則 

この規則は，平成 16 年 4月 19 日から施行する。 

 

【参考資料】



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

大規模の建設事業の行政評価実施要領 

 

（目的） 

第 1 条 この要領は、神戸市行政評価条例施行規則第 2 条に規定する大規模の建設事業の

行政評価（以下「評価」という。）の実施に関して必要な事項を定める。 

 

（評価を実施する時期） 

第 2 条 評価を実施する時期は、下記のとおりとする。 

（1）行政評価条例施行規則第 2条（1）に該当する事業の評価を実施する時期は、国の定

める各省庁所管の実施要領及び各事業の実施要領細目等に準拠するものとする。 

（2）行政評価条例施行規則第 2条（2）に該当する事業の「未着手」の定義、評価を実施

する時期は、その事業に関係する所管省庁の実施要領及び各事業の実施要領細目等

に準拠するものとする。 

（3）河川法に基づき学識経験者等から構成される委員会等が設置され、河川整備計画の

策定・変更中である河川事業については、本要領第 4 条の規定を適用し、運用細目

を定めるものとする。 

（4）社会資本整備総合交付金事業については、社会資本整備総合交付金交付要綱及び国

土交通省事務次官通知（国官会第 2318 号平成 22 年 3月 26 日）に準拠するものとす

る。 

 

（評価の方法） 

第 3 条 評価の方法とは評価の手法、視点、対応方針の考え方等を指し、下記のとおりと

する。 

（1）行政評価条例施行規則第 2条（1）に該当する事業にかかる評価の方法は、国の定め

る各省庁所管の実施要領及び各事業の実施要領細目等に準拠するものとする。 

（2）行政評価条例施行規則第 2条（2）及び（3）に該当する事業にかかる評価の方法は、

その事業に関係する所管省庁の実施要領及び各事業の実施要領細目等に準拠するも

のとする。 

 

（運用細目） 

第 4 条 各事業の行政評価に関する運用細目が必要な場合は、各事業の所管局が事務局と

調整して定めるものとする。 

 

（事務局） 

第 5 条 本要領の事務局は建設局道路部技術管理課におく。 

 

附則 

（施行期日） 

この要領は、平成 20 年 5月 26 日から施行する。 



 

附則 

（施行期日） 

この要領は、平成 27 年 10 月 1日から施行する。 

 



 

大規模の建設事業の行政評価実施要領とその解説 

（目的） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．評価の対象となる事業は、条例、規則において定められているとおりであり、対象

となる事業の行政評価の実施は、平成 16 年 6 月 1 日建設局長決定の「大規模の建

設事業の行政評価実施フロー」により運用されていたが、評価の時期や方法等につ

いてより明確化を図る。 

2．行政評価条例施行規則第 2 条（３）は、社会資本整備総合交付金事業を含む。 

 

（評価を実施する時期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．本条（1）は国庫補助事業の再評価及び再評価以降の評価の実施時期を定めている。 

2．本条（2）は国庫補助事業以外の事業の再評価の実施時期を定めている。 

3．国においては、河川法に基づいた委員会等が設置された河川事業は特別な措置がな

されていることなどから、細目を定めて運用を図ることとした。 

【行政評価条例施行規則】第 2条(大規模の建設事業) 

第 2 条 条例第 4 条第 2項に規定する規則で定める大規模の建設事業は，次に掲げ

るものとする。 

(1)国庫補助を受けて実施する建設事業のうち，実施を決定した後実施機関が定め

る期間未着手であるもの及び実施機関が定める期間継続中であるもの 

(2)神戸市民の意見提出手続に関する条例(平成 16 年 3 月条例第 57 号)第 2条第 4

号ウに規定する大規模の建設事業のうち，実施を決定した後 5 年間未着手であ

るもの及び 10年間継続中であるもの 

(3)前 2 号に掲げるもののほか，社会経済情勢の変化等により実施機関が必要があ

ると認める建設事業 

平成 27 年 10 月 1 日 

神戸市建設事業外部評価委員会 

事務局 建設局長決定 

第 1 条 この要領は、神戸市行政評価条例施行規則第 2 条に規定する大規模の建設事業

の行政評価（以下「評価」という。）の実施に関して必要な事項を定める。 

第 2 条 評価を実施する時期は、下記のとおりとする。 

（1）行政評価条例施行規則第 2 条（1）に該当する事業の評価を実施する時期は、国

の定める各省庁所管の実施要領及び各事業の実施要領細目等に準拠するものとす

る。 

（2）行政評価条例施行規則第 2 条（2）に該当する事業の「未着手」の定義、評価を

実施する時期は、その事業に関係する所管省庁の実施要領及び各事業の実施要領

細目等に準拠するものとする。 

（3）河川法に基づき学識経験者等から構成される委員会等が設置され、河川整備計画

の策定・変更中である河川事業については、本要領第 4条の規定を適用し、運用

細目を定めるものとする。 

（4）社会資本整備総合交付金事業については、社会資本整備総合交付金交付要綱及び

国土交通省事務次官通知（国官会第 2318 号平成 22 年 3 月 26 日）に準拠するも

のとする。 



4．国庫補助事業以外の事業の再評価以降の評価の実施については、条例上、特に規定

はないが、行政評価条例第3条第3項の趣旨を尊重し、実施機関としての所管局が、

その必要性を検討し決定しなければならない。 

5．本条（4）は、事後評価及び中間評価の運用について定めている。 

 

（評価の方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．（1）について、国庫補助事業は、国の方法に準拠することを示している。 

2．（2）について、国庫補助以外の事業についても、国の各事業の方法に準拠すること

を示し、国のいずれの事業にも該当しない場合は、評価の主旨を適切に反映した同

様の事業を選択して、その評価方法に準拠することを示している。特に、社会資本

整備総合交付金事業の中間評価及び事後評価の方法等は、国土交通省事務次官通知

（国官会第 2318 号平成 22 年 3 月 26 日）に準拠するものとする。 

 

（運用細目） 

 

 

1．「河川法に基づいた委員会等が設置された河川事業」は、第 2 条(3)のとおり本条を

適用し運用を図ることとした。 

2．県・市共管事業等、実施機関による行政評価主体の調整が必要なものがあることか

ら、同様に運用細目を定めることができることとする。 

3．事業継続中に補助事業手法の変更による評価方針の変更があることにも対応する。 

 

（事務局） 

 

1．本要領に定めのないこと、疑義がある場合などは所管局が、大規模の建設事業の評

価に関する附属機関である「建設事業外部評価委員会」の総括事務局である技術管

理課と相談して解決を図っていく。 

 

附則 

（施行期日） 

 

第 3 条 評価の方法とは評価の手法、視点、対応方針の考え方等を指し、下記のとおり

とする。 

（1）行政評価条例施行規則第 2 条（1）に該当する事業にかかる評価の方法は、国の

定める各省庁所管の実施要領及び各事業の実施要領細目等に準拠するものとす

る。 

（2）行政評価条例施行規則第 2条（2）及び（3）に該当する事業にかかる評価の方法

は、その事業に関係する所管省庁の実施要領及び各事業の実施要領細目等に準拠

するものとする。 

第 4 条 各事業の行政評価に関する運用細目が必要な場合は、各事業の所管局が事務局

と調整して定めるものとする。 

第 5 条 本要領の事務局は建設局道路部技術管理課におく。 

この要領は、平成 20 年 5月 26 日から施行する。 



 

附則 

（施行期日） 

 

 

 

この要領は、平成 27 年 10 月 1日から施行する。 





平成 27 年 10 月 1 日 
建設局長決定 

公表 

審議結果の公表 
具申 

行政評価の対象事業の選定 
大規模の建設事業（国庫補助事業及び一定規模以上の建設事業）のうち 
(1)国庫補助事業 

・事業採択後５年間が経過した時点で未着工の事業 
・事業採択後一定期間（５、１０年間）が経過して継続中の事業 
・再評価実施後一定期間（５、１０年間）が経過している事業 
・その他、社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業 

(2)一定規模以上の建設事業 
（予定総事業費が１００億円以上の基盤整備事業又は３０億円以上の施設整備事業） 

・実施を決定した後５年間未着手であるもの及び１０年間継続中であるもの 
(3)社会経済情勢の変化等により実施機関が必要があると認める建設事業 

再評価の視点（所管省庁の評価手法に準拠） 
①事業の必要性等 

・事業を巡る社会経済情勢等の変化 
・事業の投資効果→原則、費用対効果分析の実施 
・事業の進捗状況 

②事業の進捗の見込み 
③コスト縮減や代替案立案等の可能性 
 
事後評価（中間評価）の視点 
①社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗

状況 
②事業効果の発現状況 
③中間評価にあっては評価指標の中間目標値の実現

状況、事後評価にあっては評価指標の最終目標値の実

現状況 
④今後の方針 
 

行政評価の実施〔実施機関〕 
【再評価】 

市の評価（案）、 
対応方針（案）の作成 

【事後評価（中間評価）】 
 事後評価（案） 
（中間評価（案））の作成 

【再評価】 
 対応方針の決定〔実施機関〕（中止、継続等） 

【事後評価（中間評価）】 
  今後の方針等の決定〔実施機関〕 

建設事業外部評価委員会 
・対応方針（案）、事後評価（案）等についての審議 
・神戸市長に対する意見の具申 

必要と認める措置を講ずる〔実施機関〕 

市 
民 

諮問 市 
長 

国土交通大臣 
事後評価(中間評価) 

大規模の建設事業の行政評価実施フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
（神戸市行政評価条例第 6 条第 2 項に基づき、市民は、行政評価の制度、結果その他の事項について、

実施機関に意見を述べることができる。） 

 

報告 



建設事業外部評価委員会 令和２年度スケジュール【予定】 

 

月 委員会スケジュール 

8
月 

8 月 1 日 委員委嘱 
（委嘱期間 8 月 1 日～翌年 3 月 31 日） 

9
月 

 
 

10
月 

■10 月 19 日：第 1 回委員会（1 日目） 
（会長の互選、会長代理の指名、諮問（審議依頼書の提出）、審議） 
■10 月 20 日：第 1 回委員会（2 日目） 
（審議） 

11
月 

 

12
月 

 

1
月 

■1 月 26 日：第 2 回委員会 
（意見とりまとめ） 

2
月 

会長より意見書の提出（答申） 

 


